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レインボーなごや 御中 

国民民主党愛知県総支部連合会 

 

 

性的少数者に関わる政策解題アンケート（回答）について 

 

 

 

日頃のあらゆる差別解消にむけた取り組みに敬意を表します。 

早速です表題の件をご案内申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．愛知県知事選挙や愛知県議会選挙の「投票所入場券」から「性別」の記載を 

 削除することについてどうお考えですか。 

A．賛成 

 

２．愛知県下の投票所で、半田市と同様に受付が男女別に分かれているところが 

どの程度有るかを愛知県として調査することについてどうお考えですか。 

A．賛成 

 

３．愛知県知事選挙や愛知県議会選挙の投票所で、男女別に分かれている受付に 

 ついてどうお考えですか。 

A．反対 

 

４．愛知県が県下の市町村に対し、印鑑登録証明書の記載事項から「男女の別」 

を削除するよう要請することについて、どうお考えですか。 

A．賛成 

 

５．その他、愛知県の公的書類全般に関し、性別欄の必要性について順次見直し 

を進めることについてどうお考えですか。 

A．賛成 

 

６．昨年の杉田水脈議員の「生産性」発言が問題になるなど、性的少数者の人権 

に対する政治家の認識が問われる場面が増えました。政党として、当課題につ 

いて、具体的政策案を含めてどのような見解をお持ちですか。 

A．国民民主党は、党綱領に掲げる「多様な価値観や生き方、人権が尊重される 

自由な社会」「誰もが排除されることなく、互いに認めあえる共生社会」を実 

現するため、性的指向又は性自認を理由とする差別を含め、あらゆる差別の解 

消に向けて全力を挙げて取り組みます。 

 

７．国政政党の提出した LGBT差別解消法案および国政与党の作成した LGBT 

理解増進法案についてどう評価しますか。 



A．レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーをはじめとする「性 

的少数者」への差別をなくしていかねばなりません。 

 特に性自認や性的指向をカミングアウトした場合や意図せずに知られた場合 

に、差別や恐怖心にさらされるという困難に直面します。性的指向又は性自認

を理由とする差別の解消は喫緊の課題です。 

 

国民民主党は 2018年 12月、他の野党とともに、「性的指向又は性自認を理由

とする差別の解消等の推進に関する法律案」（通称：ＬＧＢＴ差別解消法案）

を国会に提出しました。 

 

法案には、主に次のような内容を盛り込んでいます。 

①政府が性的指向又は性自認を理由とする差別の解消を推進するための基本

方針を定めること 

②都道府県が基本方針に即して都道府県基本計画を、市町村は基本方針に即 

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して市町村基本計画を策定すること 

③行政機関や事業者が性的指向又は性自認を理由として差別的取扱いを行う 

ことを禁止すること 

④使用者に労働者の募集・採用について、性的指向又は性自認にかかわりなく 

均等な機会を提供することを義務付けるとともに、使用者が労働者の処遇に 

ついて、性的指向又は性自認を理由として差別的取扱いを行うことを禁止す 

ること 

⑤学校で性的指向又は性自認を理由とする差別を解消するために必要な措置 

を講じなければならないこと 

 

与党側は、いまだ法案提出に至っていませんが、野党案が成立すれば、会社や 

学校など様々な生活の場面で、性的指向又は性自認を理由とする差別が解消 

されていくことが期待されます。 

 

 

 

 

 

以上 

 


